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 労 働 安 全 衛 生 法 施 行 令 の 制 定 に あ た り 、 通 商 産 業 省 及 び 労 働 省

は 、 下 記 の と お り 了 解 す る 。  

記  

１  高 圧 ガ ス 取 締 法 第 ２ ８ 条 第 １ 項 の 作 業 主 任 者 若 し く は 販 売 主

任 者 ま た は 電 気 事 業 法 若 し く は ガ ス 事 業 法 に 基 づ き 主 任 技 術 者

が 選 任 さ れ て い る 事 業 場 に お い て 、 中 央 制 御 方 式 に よ り ボ イ ラ

ー 又 は 第 一 種 圧 力 容 器 の コ ン ト ロ ー ル を 行 な う 場 合 に つ い て は 、

令 第 ６ 条 第 ４ 号 又 は 第 １ ７ 号 の 取 扱 い の 作 業 に 該 当 し な い も の



と し て 取 り 扱 う も の と す る こ と 。  

２  電 気 事 業 法 に 基 づ く ボ イ ラ ー タ ー ビ ン 主 任 技 術 者 免 状 を 有 す

る 者 に つ い て の 労 働 安 全 衛 生 法 に 基 づ く ボ イ ラ ー 技 士 試 験 に お

け る 受 験 資 格 の 取 扱 い に つ い て は 、 従 前 の 関 係 を 継 続 す る 。  

高 圧 ガ ス 取 締 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 作 業 主 任 者 免 状 若 し く は 販

売 主 任 者 免 状 、 電 気 事 業 法 に 基 づ く ボ イ ラ ー タ ー ビ ン 主 任 技 術

者 免 状 若 し く は 販 売 主 任 者 免 状 、 ガ ス 事 業 法 に 基 づ く ガ ス 主 任

者 免 状 を 有 す る 者 に つ い て は 、 令 第 ６ 条 第 １ ７ 号 の 作 業 の う ち 、

高 圧 ガ ス 取 締 法 、 電 気 事 業 法 又 は ガ ス 事 業 法 の 適 用 を 受 け る 第

一 種 圧 力 容 器 に 係 る 作 業 の 作 業 主 任 者 の 免 許 資 格 を 付 与 す る も

の と し 、 労 働 省 令 で こ の 旨 を 規 定 す る と と も に 、 同 省 令 の 制 定 、

改 廃 の 際 、 通 商 産 業 省 と 協 議 す る も の と す る 。  

な お 、 こ の 取 扱 い に つ い て は 他 の 前 例 と し な い こ と を 確 認 す

る 。  

３  法 第 ３ ６ 条 の 労 働 省 令 の う ち 第 ３ ３ 条 第 １ 項 に 係 る も の に つ

い て は 、 次 の 旨 定 め る も の と す る 。  

⑴  機 械 等 貸 与 者 は 、 貸 与 す る 機 械 等 に つ い て 、 次 の 措 置 を 講

じ な け れ ば な ら な い 。  

一  貸 出 時 に お い て 、 当 該 機 械 等 に つ い て 十 分 な 整 備 を 行 な

う こ と 。  

二  貸 出 に あ た つ て 次 の 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 当 該 機 械 等 の

貸 与 を 受 け る 者 に 交 付 す る こ と 。  

イ  当 該 機 械 等 の 能 力  

ロ  当 該 機 械 等 の 使 用 上 の 留 意 事 項  

三  そ の 他 当 該 機 械 等 の 貸 与 に つ い て の 留 意 事 項  

⑵  前 項 の 規 定 は 、 機 械 等 の 貸 与 で あ つ て 、 貸 与 の 対 象 と な る

機 械 等 に つ い て 、 そ の 購 入 の 際 の 機 種 の 選 定 、 貸 与 後 の 保 守



等 当 該 機 械 等 の 所 有 者 が 行 な う べ き 業 務 を 当 該 機 械 等 の 貸 与

を 受 け る 者 が 行 な う も の （ 中 小 企 業 近 代 化 資 金 等 助 成 法 第 ３

条 に 規 定 す る 都 道 府 県 の 設 備 貸 与 機 関 が 行 な う 中 小 企 業 設 備

貸 与 事 業 と し て 行 な う 機 械 等 の 貸 与 を 含 む 。 ） に つ い て は 適

用 し な い 。  

４  労 働 省 は 、 昭 和 ４ ７ 年 ２ 月 １ ２ 日 付 ４ ７ 保 第 ８ ２ 号 、 基 発 第

８ ０ 号 に よ る 覚 書 ９ の ⑴ 、 ⑵ 及 び ⑶ を 、 昭 和 ４ ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日

以 前 に 行 な う 基 準 等 の 制 定 改 廃 に つ い て 誠 実 に 実 施 で き な い こ

と と な つ た こ と に つ き 遺 憾 の 意 を 表 す と と も に 、 昭 和 ４ ７ 年  

１ ０ 月 １ 日 以 降 、 覚 書 ９ の ⑵ の 技 術 専 門 委 員 会 が 設 置 さ れ る ま

で の 間 に お け る 基 準 等 の 制 定 改 廃 に あ た つ て は 、 覚 書 の 趣 旨 に

沿 つ て 、 当 該 基 準 等 案 に つ い て 検 討 す る 専 門 委 員 会 に 通 商 産 業

省 職 員 又 は そ の 推 薦 す る 者 を 委 員 と し て 参 加 さ せ る 等 の 措 置 を

講 ず る こ と を 確 約 す る 。  

５  法 第 ４ ２ 条 に 基 づ く 令 第 １ ３ 条 第 ２ １ 号 の 規 格 又 は 安 全 装 置

の 内 容 は 、 当 面 労 働 災 害 防 止 上 緊 急 を 要 す る も の に 限 る こ と と

し 、 労 働 省 は 、 そ の 制 定 改 廃 に 際 し て は 、 あ ら か じ め 、 通 商 産

業 省 と 協 議 す る も の と す る 。  

６  労 働 省 は 、 令 別 表 第 ７ の 労 働 省 令 を 制 定 改 廃 し よ う と す る と

き は 、 あ ら か じ め 通 商 産 業 省 と 協 議 す る も の と す る 。  

７  令 第 １ ３ 条 第 ８ 号 に お い て ガ ス 事 業 法 の 適 用 を 受 け る 第 二 種

圧 力 容 器 を 適 用 除 外 す る こ と に 関 連 し 、 通 商 産 業 省 は 、 最 高 使

用 圧 力 が １ ０ キ ロ グ ラ ム 毎 平 方 セ ン チ メ ー ト ル 未 満 の ガ ス ホ ル

ダ ー に つ い て 、 昭 和 ４ ７ 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で に 、 ガ ス 事 業 法 に 基

づ く 技 術 基 準 を 労 働 基 準 法 に 基 づ く 基 準 と 同 等 以 上 の も の に 改

正 す る も の と し 、 そ の 改 正 に 際 し て 、 あ ら か じ め 、 労 働 省 と 協

議 す る も の と す る 。  



 最 高 使 用 圧 力 が １ ０ キ ロ グ ラ ム 毎 平 方 セ ン チ メ ー ト ル 以 上 の

ガ ス ホ ル ダ ー に つ い て は 、 通 商 産 業 省 、 労 働 省 の 両 省 に お い て 、

早 急 に 技 術 上 の 基 準 の 調 整 を は か る も の と す る 。  

８  令 第 １ ５ 条 第 ３ 号 の 遠 心 機 械 に つ い て は 、 労 働 省 は 通 達 で そ

の 内 容 を 定 め る も の と し 、 そ の 通 達 を 定 め 、 又 は 変 更 す る に あ

た つ て は 、 あ ら か じ め 、 通 商 産 業 省 に 協 議 す る も の と す る 。  

９  令 第 １ ５ 条 第 ４ 号 の 設 備 で 、 高 圧 ガ ス 取 締 法 又 は 液 化 石 油 ガ

ス の 保 安 の 確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 の 適 用 を 受 け る

も の が 含 ま れ て い る 場 合 に は 、 こ れ ら の も の に つ い て は 、 法 第

４ ５ 条 の 定 期 自 主 検 査 を 行 な う こ と を 要 し な い も の と す る 。  

1 0  令 第 １ ５ 条 第 ８ 号 の 労 働 省 令 で 定 め る 装 置 は 、 労 働 衛 生 の た

め の も の で あ り 、 火 薬 類 取 締 法 、 電 気 事 業 法 又 は ガ ス 事 業 法 の

適 用 に よ り 、 保 安 又 は 公 害 防 止 の た め 設 置 さ れ る も の を 含 め な

い も の と し 、 労 働 省 は 、 そ の 省 令 の 制 定 改 廃 に 際 し て は 、 通 商

産 業 省 に 協 議 す る も の と す る 。  

1 1  令 第 １ ５ 条 第 ９ 号 の 設 備 の 定 期 自 主 検 査 に つ い て は 、 高 圧 ガ

ス 取 締 法 又 は 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関

す る 法 律 で 自 主 検 査 を 行 な つ た 場 合 は 、 そ の 限 度 に お い て 、 法

第 ４ ５ 条 の 定 期 自 主 検 査 を 行 な つ た も の と み な す 。  

1 2  ⑴  こ の 政 令 で 禁 止 、 許 可 、 表 示 物 質 と し て 指 定 さ れ る 「 そ

の 他 の 物 」 の 解 釈 は 、 「 規 制 対 象 物 又 は そ の 製 剤 以 外 の 物 で あ

つ て 、 化 学 的 処 理 （ 例 え ば 、 化 学 反 応 等 ） 、 物 理 的 処 理 （ 分 留

等 ） 又 は 生 物 学 的 処 理 （ バ ク テ リ ア 処 理 等 ） の 結 果 当 該 規 制 対

象 物 が 副 生 又 は 残 留 に よ り 含 有 さ れ て い る も の 」 を い い 、 規 制

対 象 物 を 含 有 す る 廃 棄 物 ま で 含 む 趣 旨 で は な い 。  

 ⑵  労 働 省 は 、 労 働 安 全 衛 生 法 施 行 通 達 に 上 記 ⑴ の 内 容 を 盛

り 込 む こ と と し 、 そ の 通 達 を 制 定 改 廃 し よ う と す る 場 合 に は 、



あ ら か じ め 、 通 商 産 業 省 と 協 議 す る も の と す る 。  

1 3  労 働 省 は 、 令 第 １ ６ 条 第 ２ 項 に 基 づ き 、 労 働 省 令 お よ び 労 働

大 臣 の 定 め る 基 準 を 制 定 改 廃 し よ う と す る 際 に は 、 あ ら か じ め 、

通 商 産 業 省 と 協 議 す る も の と す る 。  

1 4  ⑴  令 第 １ ８ 条 第 ３ ９ 号 に 規 定 す る 労 働 省 令 を 制 定 改 廃 し よ

う と す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 、 通 商 産 業 省 と 協 議 す る も の と

す る 。  

 ま た 、 本 条 に 基 づ き 規 制 さ れ る 物 質 は 、 同 号 の 労 働 省 令 に よ

る 据 切 り 及 び 製 剤 の 範 囲 を 含 め て 同 時 に 判 断 さ れ る も の で あ る

の で 、 今 後 、 令 に 規 制 対 象 物 を 追 加 す る 場 合 に お い て は 労 働 省

は 省 令 案 の 骨 子 お よ び 政 令 案 を 同 時 に 通 商 産 業 省 と 協 議 す る も

の と す る こ と 。  

 ⑵  上 記 ⑴ に つ い て は 、 令 第 １ ５ 条 第 ９ 号 、 第 １ ８ 条 第 ２ ４

号 （ 労 働 大 臣 の 指 定 ） 、 別 表 第 ３ 第 ２ 号 の ３ 、 同 表 第 ３ 号 の  

２ ２ お よ び 同 表 第 ４ 号 の １ ４ に つ い て 、 同 様 と す る 。  

1 5  火 薬 類 取 締 法 第 ３ １ 条 に 定 め る 火 薬 類 取 扱 保 安 責 任 者 免 状 を

有 す る 者 は 、 令 第 ２ ０ 条 第 １ 号 の 業 務 を 行 な う 資 格 を 有 す る も

の と し 、 法 第 ６ １ 条 に 基 づ く 労 働 省 令 で こ の 旨 規 定 す る と と も

に 、 同 省 令 の 制 定 改 廃 の 際 通 商 産 業 省 と 協 議 す る も の と す る 。  

1 6  労 働 省 は 、 法 第 ８ ８ 条 第 ３ 項 に 基 づ き 、 労 働 省 令 を 制 定 改 廃

し よ う と す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 、 通 商 産 業 省 と 協 議 す る も

の と す る 。  

1 7  高 圧 ガ ス 取 締 法 又 は 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確 保 及 び 取 引 の 適

正 化 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 高 圧 ガ ス 取 締 法 等 」 と い う 。 ） の 適

用 を 受 け る も の に 対 す る 令 附 則 第 ４ 条 第 ２ 項 の 適 用 に つ い て は 、

法 の 制 定 に よ つ て 、 実 態 上 、 法 の 制 定 以 前 の 状 態 と 何 ら 変 ら な

い こ と を 確 認 す る 。  



1 8  労 働 省 は 、 高 圧 ガ ス 取 締 法 等 の 適 用 を 受 け る 第 一 種 圧 力 容 器

に つ い て 令 附 則 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 適 用 さ れ る 法 第 ３ ７

条 第 ２ 項 の 基 準 を 定 め る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 、 通 商 産 業 省 に

協 議 す る こ と 。 肉 厚 算 定 基 準 に つ い て は 、 早 急 に 通 商 産 業 省 と

協 議 の 上 、 両 省 が 納 得 す る よ う 調 整 す る も の と す る 。  

1 9  労 働 省 が 、 高 圧 ガ ス 取 締 法 等 の 適 用 を 受 け る 第 一 種 圧 力 容 器

に つ い て 令 附 則 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 行 な う 法 第 ３ ８ 条 第

１ 項 の 検 査 は 、 溶 接 検 査 の み と し て 、 労 働 省 は そ の 旨 労 働 省 令

及 び 通 達 に お い て 明 ら か に す る と と も に 、 そ の 制 定 改 廃 に 際 し

て は 、 あ ら か じ め 、 通 商 産 業 省 と 協 議 す る も の と す る 。  

2 0  労 働 省 は 、 通 商 産 業 省 が 高 圧 ガ ス 取 締 法 等 に 基 づ く 省 令 を 改

正 し 、 溶 接 検 査 体 制 を 整 備 し た 場 合 に は 、 そ の 内 容 を 尊 重 し 、

か つ 、 そ の 内 容 に 即 し て 令 附 則 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 （ 高 圧 ガ ス

取 締 法 等 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） を 廃 止 の 方 向 で 再 検 討 す る も の

と す る 。  

2 1  工 事 計 画 の 認 可 の 基 準 の う ち 、 問 題 事 項 に つ い て は 、 通 商 産

業 省 と 労 働 省 と は 、 １ 年 以 内 に 協 議 を 完 了 し 、 ガ ス 事 業 法 の 適

用 を 受 け る 第 一 種 圧 力 容 器 に つ い て は 、 法 第 ３ ７ 条 及 び 第 ３ ８

条 第 １ 項 の 規 定 を 適 用 し な い も の と す る 。  

2 2  ガ ス 事 業 法 の 適 用 を 受 け る も の に 対 す る 令 附 則 第 ４ 条 第 ２ 項

の 適 用 に つ い て は 、 法 の 制 定 に よ つ て 、 実 態 上 、 法 の 制 定 以 前

の 状 態 と 何 ら 変 ら な い こ と を 確 認 す る 。  

2 3  令 に よ る 改 正 後 の 労 働 省 組 織 令 第 ２ １ 条 の ３ 第 ２ 号 、 第 ３ 号

お よ び 第 ４ 号 な ら び に 第 ２ １ 条 の ４ 第 ２ 号 、 第 ３ 号 お よ び 第 ４

号 に 規 定 す る 「 検 定 代 行 機 関 」 、 「 労 働 安 全 コ ン サ ル タ ン ト 試

験 」 、 「 労 働 安 全 コ ン サ ル タ ン ト 」 、 「 産 業 安 全 専 門 官 」 、 「

労 働 衛 生 コ ン サ ル タ ン ト 試 験 」 、 「 労 働 衛 生 コ ン サ ル タ ン ト 」



及 び 「 労 働 衛 生 専 門 官 」 と は 、 そ れ ぞ れ 労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和

４ ７ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） の 関 係 条 文 に 規 定 す る も の を 指 す も の で

あ る こ と を 確 認 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


